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平成２５年松茂町議会第３回定例会会議録 

 

平成２５年９月１９日（第３日目） 

 

○議事日程（第３号） 

 日程第１ 議案第４３号 松茂町防災会議条例の一部を改正する条例 

 日程第２ 議案第４４号 松茂町子ども・子育て会議条例 

 日程第３ 議案第４５号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部 

             を改正する条例 

 日程第４ 議案第４６号 松茂町豊久排水施設の管理費の分担金徴収に関する条例の一 

             部を改正する条例 

 日程第５ 議案第４７号 平成２５年度松茂町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第４８号 平成２５年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

             号） 

 日程第７ 議案第４９号 平成２５年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第５０号 平成２５年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第９ 議案第５１号 平成２５年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第10 議案第５２号 平成２５年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１ 

             号） 

 日程第11 議案第５３号 平成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 認定第 １号 平成２４年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定 

 日程第13 認定第 ２号 平成２４年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第14 認定第 ３号 平成２４年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第15 認定第 ４号 平成２４年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

             定 

 日程第16 認定第 ５号 平成２４年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第17 認定第 ６号 平成２４年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 
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 日程第18 認定第 ７号 平成２４年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 

 日程第19 認定第 ８号 平成２４年度松茂町水道特別会計決算認定 

 日程第20 発議第 ４号 道州制導入に断固反対する意見書 

 日程第21        委員会の閉会中の継続調査について 

 日程第22        松茂町上水道事業浄水場更新工事について 
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平成２５年松茂町議会第３回定例会会議録 

第３日目（９月１９日） 

                                         

午後１時３０分再開  

○議会事務局長【吉田英雄君】  ただいまから平成２５年松茂町議会第３回定例会の再

開をお願いいたします。 

 まず初めに、藤枝議長からごあいさつがございます。 

○議長【藤枝善則君】  皆さん、こんにちは。先日は、台風が日本列島を駆けめぐりま

して非常に大きな災害が出ておりますが、それ以後、秋晴れが続いて、ようやっと本来の

季節に戻ったかなという感じがしております。そして、今日は、吉田新副町長が初めての

本会議に出席ということでございまして、ご就任、おめでとうございます。と同時に、こ

れからも議会に対してよろしくお願いしたらと思います。 

 そして、今日は、皆さん、全員おそろいでございます。喜ばしいことでございます。本

日は、最終日となっておりますが、最後まで慎重審議をお願い申し上げましてごあいさつ

といたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、議会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから本日の日程に入ります。 

 議事日程第３号は、お手元に印刷配付のとおりであります。 

 まず、日程第１、議案第４３号「松茂町防災会議条例の一部を改正する条例」から、日

程第１１、議案第５３号「平成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）」

までを一括議題といたします。 

 各常任委員長の報告を求めます。 

 まず初めに、原田総務常任委員長から報告を求めます。 

 原田総務常任委員長。 

○総務常任委員長【原田幹夫君】  それでは、議長の許可が出ましたので、総務常任委

員会の報告を申し上げます。 
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 平成２５年第３回定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第４３号、

及び第４７号（所管分）の議案２件でございました。去る９月１１日、当委員会を開催し

慎重に審査いたしました結果、いずれも原案のとおり可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容と質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 議案第４３号、松茂町防災会議条例の一部を改正する条例については、議案書の７ペー

ジからになります。議案参考資料は９ページから１０ページをご覧ください。 

 まず、松茂町防災会議条例の一部を改正する条例について、本町の防災会議は、地域防

災計画の作成や実施を推進のほか、防災に関する重要事項の審議を行う諮問的機関として

機能を有しております。このたびの改正については、多様な主体の参加を図るため、指定

地方行政機関の職員を追加するほか、委員定数を２０名から３０名に引き上げる必要な事

項を整理するものであります。委員構成において、新たに国の機関の職員や松茂町に関係

する指定地方公共機関の職員を追加するとともに、町長が防災上必要と認める者を委員に

任命できることといたしました。 

 この件に関して次のような質疑がありました。 

 「防災会議委員となるのはどういった国の機関なのでしょうか」という質疑があり、

「国土交通省の道路関係・河川関係、大阪航空局、地方気象台、海上保安部などです」と

いう答弁がありました。 

 続いて、「今回の改正は松茂町独自のものなのでしょうか。国からの指示なのでしょう

か。また、板野郡の他町とは条例内容について足並みがそろっていますか」という質疑が

あり、「災害対策復旧法に基づき防災会議は設置することになっています。その中の委員

については町の実情に応じた委員を選任するため、防災会議条例は各町でばらつきがある

と認識しています。また、防災会議のあり方については、県の指示等も聞き共通理解を深

めておきたいと考えています」という答弁がありました。 

 続いて、「防災会議の委員には費用弁償を支払うのですか」という質疑があり、「松茂町

の地域防災計画をつくるための充て職で、条例委員には該当せず支払いはいたしません」

という答弁がありました。 

 次に、議案第４７号、平成２５年度一般会計補正予算（第２号）（所管分）については、

議案書の１２ページからとなります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に１,２９５万５千円を追加し、補正後の総額を５１
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億５,７９８万５千円とするものであります。 

 歳入の説明をいたします。 

 歳入おいて、１６ページの総務費県委託金の６万２千円の増額補正は交付決定によるも

のであります。不動産売払収入の３３２万３千円の増額補正は、徳島空港線の西延伸事業

に伴い、町が保有する北部学習等供用施設の敷地がかかり売却したものです。生活環境整

備基金繰入金の１,５００万円は、財源調整のため減額補正したものです。繰越金

の１,２８２万８千円の増額補正は、２４年度決算が確定したものです。 

 歳出の説明をいたします。 

 職員の人事異動に伴う人件費の補正については、説明は省略させていただきます。 

 歳出において、１８ページの一般管理費２０万円の増額補正であります。これは、平

成２５年６月７日に地域自主性及び自立性を高める関係法令、いわゆる地方分権一括法

の７４法律が今回一括改正されたことに伴い、本町に関係したものである行政手続を支援

する事務委託料を計上したものです。統計調査費では６万２千円の増額補正で統計調査費

の経費の配分を行ったものです。 

 以上で当委員会に付託されました案件につきまして私の報告を終わりますが、議員各位

におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお願い

を申し上げまして報告といたします。 

○議長【藤枝善則君】  ただいま原田総務常任委員長の委員長報告が終わりました。 

 総務常任委員会に付託いたしました議案第４３号及び議案第４７号（所管分）の議案２

件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  次に、春藤産業建設常任副委員長から報告を求めます。 

 春藤産業建設常任副委員長。 

○産業建設常任副委員長【春藤康雄君】  おはようございます。では、続きまして、産

業建設常任委員会のご報告をさせていただきます。 

 平成２５年第３回定例会におきまして当委員会に付託をされました案件は、議案第４６
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号及び議案第４７号（所管分）、議案第５１号から議案第５３号までの議案５件でござい

ました。去る９月１１日に当委員会を開催し慎重に審査をいたしました結果、いずれも原

案のとおり可決、決定をいただきました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございますが、なお、審査内容についての質疑、

回答の主なものについて簡潔に申し上げさせていただきます。 

 議案第４６号、松茂町豊久排水施設の管理費の分担金徴収に関する条例の一部を改正す

る条例については、議案書の１１ページをご覧ください。 

 現在ある豊久排水施設については、昭和５０年１０月に当時の徳島県開発事業団が松茂

町工業団地を造成した際、団地内とその周辺の排水を目的に設置をしたものを松茂町に施

設移管されたものでございます。その後、昭和５８年に徳島飛行場整備事業の関連事業と

して排水施設が増設をされ現在に至っております。当時、施設が移管されたのを機に、松

茂町では分担金徴収条例を制定いたしました。その内容については、豊久排水機場の管理

の費用に充てるための分担金を徴収するというものでございます。分担金の総額は、前年

度当該施設の管理に要した費用としまして、区域内の土地所有者から土地の面積に応じて

賦課するというものでありました。賦課対象といたしました区域は、豊久全域、また、満

穂全域、また、福有開拓の一部、そして、豊岡開拓全域及び海上自衛隊基地の用地のうち、

和西裏排水区域を除くというものでございました。当時、分担金をいただいたのは、海上

自衛隊徳島教育航空群と企業の５社でございました。その後、工業団地内の企業が増える

に従い、２４年度は自衛隊と企業２３社となり、その金額も管理費の増によりまし

て７０９万９千円となっております。満穂にある企業について、一般住宅や他の企業と混

在をしており、受益者として特定の企業にご負担をいただくのを見直したく、今回、条例

の一部を改正するものでございます。 

 この件に関しましては、次のような質疑がございました。 

 「豊久排水機場の管理費用とは、どんな費用を徴収をしているのか。また、毎年の負担

額はどのくらいになっているのか」という質疑があり、「約３千万円の管理費と修繕費に

要する費用の一部で、毎年７００万円余りを各受益者からご負担をいただいております」

というご答弁がございました。 

 次に、議案第４７号、平成２５年度松茂町一般会計補正予算（第２号）（所管分）につ

きましては、議案書の１２ページからとなっております。 

 歳入の説明をさせていただきます。 
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 歳入において、１６ページの衛生使用料で６８万９千円を増額補正するものでございま

す。これは、豊久墓地の返還要望が３区画ございまして、返還手続が終了した後に募集を

かけるものでございます。１７ページの雑入において１,１０５万３千円のうち４６０

万７千円は、公共下水道及び農業集落排水特別会計の２４年度の決算により一般会計に返

納されるものでございます。 

 次に、歳出の説明をさせていただきます。 

 職員の人事異動に伴う人件費の補正についての説明は省略させていただきたいと思いま

す。 

 歳出において、１９ページの清掃総務費３４万４千円の増額補正は、豊久墓地の３区間

分の返還金でございます。じん芥処理費で１４万７千円の増額補正は、生ごみ処理機５台

分の購入補助であります。美しいまちづくり事業費では１６０万円の増額補正であります。

これは、ふれあいきゅうない公園の水中観察用ゲージの窓ガラスが破損し危険なことから、

緊急修繕工事を行うものでございます。２０ページの農地費について４５７万円の増額補

正は、平成２４年度に実施した町内の排水対策検討委託業務の結果に基づきまして、中喜

来、北川向地区の排水対策事業の実施設計とボーリング調査の費用を追加計上するもので

ございます。水産振興費といたしまして１４０万円の増額補正であります。これは、県が

地震・津波対策事業として長原漁港施設等の機能診断を行うための地元負担として１４％

分を支出いたすものでございます。 

 この件に関しましては、次のような質疑がございました。 

 「ふれあいきゅうない公園の利用者はどのぐらいあるのか。また、窓ガラスはどのよう

に修復をするのか」という質疑がございました。「向喜来緑地公園と一体化した公園とな

っており、子どもが釣りをしたり、また、木製の遊歩道を住民が散歩をしたりしておりま

す。水中観察用のゲージにある窓ガラスは修復せず、ゲージは埋め立てることにしており

ます」というご答弁がございました。 

 次に、議案第５１号、平成２５年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）に

ついては、議案書の３８ページからでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３１３万１千円を追加し、補正後の予算の総額

を１,４４６万６千円とするものでございます。 

 歳入において、４０ページの繰越金で３１３万１千円の増額補正は、２４年度の当会計

の決算によるものでございます。 
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 歳出におきまして、長原渡船管理費の１７万１千円は需用費に充て、また、予備費

の２９６万円は補正予算の残額を計上するものでございます。 

 これには、質疑はなく、原案のとおり可決決定をいたしました。 

 次に、議案第５２号、平成２５年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、議案書の４１ページからでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７７万１千円を追加し、補正後の予算の総額を１

億５２８万８千円とするものであります。 

 歳入においては７７万１千円の増額補正でございます。２４年度の決算で繰越金が確定

したことに伴いまして歳入に受け入れるものでございます。 

 歳出においては、返還金で歳入と同額の７７万１千円の増額補正であります。歳入で受

け入れた前年度繰越金を一般会計に返還するものでございます。８月末日現在の接続状況

について申し上げます。長岸地区４６戸、９３.９％、中喜来地区においては１２４戸

で６２.９％、北川向地区において１２９戸、７１.３％。３地区の合計が２９９戸

で７０.０％となっております。今年度は、北川向地区で新規の接続が２戸ございました。 

 これに関しての質疑はなく、原案のとおり可決決定をいたしました。 

 次に、議案第５３号、平成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、議案書の４４ページからでございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３８３万６千円を追加し、補正後の予算の総額を

それぞれ５億３,４５５万７千円とするものであります。 

 歳入では、繰越金で３８３万６千円の増額補正であります。２４年度の決算で繰越金が

確定したことに伴いまして歳入に受け入れるものでございます。 

 歳出については、返還金３８３万６千円の増額補正であります。歳入で受け入れた前年

度繰越金を一般会計に返還するものでございます。８月末日の接続状況につきましては、

公共汚水ます設置戸数１,０２５戸に対しまして接続完了戸数が５２３戸で約５１.０％の

接続でございます。 

 これについての質疑はなく、原案のとおり可決、決定をいたしました。 

 以上をもちまして、私の委員会に付託されました案件につきまして、私の報告は終わり

ますが、議員各位におかれましては、どうぞ、委員会の決定に対しましてご賛同いただき

ますようよろしくお願いを申し上げまして終わります。 

○議長【藤枝善則君】  ただいま春藤産業建設常任副委員長の委員長報告が終わりまし
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た。 

 産業建設常任委員会に付託いたしました議案第４６号及び議案第４７号（所管分）、議

案第５１号から議案第５３号までの議案５件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  次に、佐藤富男教育民生常任委員長から報告を求めます。 

 佐藤富男教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長【佐藤富男君】  それでは、議長のお許しが出ましたので、教育

民生常任委員会のご報告を申し上げます。 

 平成２５年第３回定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第４４号

及び議案第４５号、議案第４７号（所管分）から議案第５０号の議案６件でございました。 

 去る９月１１日に当委員会を開催し慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どおり

可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第４４号、松茂町子ども・子育て会議条例については、議案書の８ページか

らとなります。 

 今回の条例制定につきましては、子ども・子育て支援法第７７条の規定に基づき、町の

合議制の機関として松茂町子ども・子育て会議を条例で定めるというものであります。こ

の松茂町子ども・子育て会議は、平成２７年４月に施行予定である子ども・子育て支援制

度に関する事業計画の策定や進捗管理などについて、保護者の方を含む子ども・子育て支

援の当事者などの意見を聴くための会議であり、本町の子どもや子育て家庭の実情を踏ま

えて施策を実施していくことを目的としたものであります。平成２５年度には、この会議

を設置し、会議では、子育てに関してどのような支援が必要かなど、保護者へのニーズ調

査の内容及び結果について審議をしていただきます。平成２６年度には、ニーズ調査を踏

まえて松茂町が５年計画として策定する松茂町子ども・子育て支援事業計画に関する事項

等を調査、審議し町に提言いただくこととなります。 
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 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「子ども・子育て支援法とはどのような法律なのですか」という質疑があり、「このほ

かにも法律があり、子ども・子育て関連３法のうちの１つであります。待機児童の解消を

図るために制定された法律です」という答弁がありました。 

 続いて、「子ども・子育て会議の委員にはどのような方を予定していますか」という質

疑があり、「子どもの保護者、子ども・子育て事業従事者、学識経験者、事業主の代表、

労働者の代表、市町村長等などで、選任はバランスよく行う予定です」という答弁があり

ました。 

 関連して、「労働者の代表とはどのような方を言うのですか」という質疑があり、「大き

な会社だと事業所内で保育園を持っているところがあります。そのようなところの方を委

員に入ってもらう予定にしています」という答弁がありました。 

 続いて、「松茂町に子ども・子育て会議を組織する必要性はどこにあるのですか」とい

う質疑があり、「子ども・子育て支援制度が平成２７年度からスタートする予定です。こ

れに対処するためこのような会議をつくり支援準備を進めています。また、国では、今よ

りも質の高い保育、幼稚園教育を目指して施策を検討しています」という答弁がありまし

た。 

 続いて、「この条例を公布すれば少子化対策の一助になるのですか」という質疑があり、

「子どもを保育しやすい環境を整えるのがこの条例の趣旨です」という答弁がありました。 

 次に、議案第４５号、松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例につきましては、議案書の１０ページからとなります。 

 松茂町子ども・子育て会議は、地方自治法第１３８条の４に規定する町の付属機関であ

り、同法第２０３条の２の規定により報酬を支給することとなっております。この改正に

ついては、報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めるものであります。 

 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「費用弁償で日額６千円というのはどこに根拠があるのですか」という質疑があり、

「町の報酬及び費用弁償支給条例に準じて決定しております」という答弁がありました。 

 次に、議案第４７号、平成２５年度松茂町一般会計補正予算（第２号）（所管分）につ

いては、議案書の１２ページからとなります。民生所管分から説明をいたします。 

 歳入において、１７ページの雑入では、説明欄のうち介護保険特別会計繰越金返納金及

び後期高齢者医療特別会計繰越金返納金が所管分で、これは、２４年度の精算により余剰
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金を返納するものです。 

 歳出の説明をいたします。 

 職員の人事異動に伴う人件費の補正については、説明は省略させていただきます。 

 歳出において、１８ページの児童福祉総務費で２４万円の増額補正であります。これは、

子ども・子育て会議の委員１０名分で年間４回の会議を開催する費用であります。１９ペ

ージの老人保健費で３千円の増額補正は、診療報酬に返還金が生じたものです。予防費

の８万９千円の増額補正は、節目年齢の子宮がん、乳がん及び大腸がん検診の推進事業補

助金の精算によるものです。 

 教育委員会所管分を説明いたします。歳入はなく、歳出の説明をいたします。 

 職員の人事異動に伴う人件費の補正について、説明を省略させていただきます。 

 ２１ページの小学校管理費で４３０万円の増額補正であります。これは、老朽化に伴い

松茂小学校南校舎の出入り口玄関ドアの取りかえ補修、及び東側の児童生徒出入り口ドア

の補修を行うほか、屋上の高架タンクの送水ポンプを取りかえるものであります。 

 この件に関しまして、次のような質疑がありました。 

 「子ども・子育て会議の委員は２０名を予定しています。委員報酬を支払う予算は１０

名分を計上しているが、その他の１０名の方は報酬を支払わないのでしょうか」という質

疑があり、「その他の委員１０名は町関係の職員などを予定しており、報酬を支払う対象

となっておりません」という答弁がありました。 

 次に、議案第４８号、平成２５年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついては、議案書の２５ページからであります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８１４万７千円を追加し、補正後の予算の総額を１５億４,７８２万２千円とする

ものであります。 

 歳入では、療養給付費等負担金で４７万３千円を増額補正するものであります。これ

は、２４年度の療養給付費の確定により国庫負担金の追加交付を受けるものです。前期高

齢者交付金では７２１万円の増額補正であります。２３年度の精算及び２５年度の概算額

により増額するものです。特定健康診査等負担金では９万９千円の増額補正でありま

す。２４年度の精算による県の追加負担分です。繰越金で３６万５千円の増額補正は、今

回の補正の財源に充当するものです。 

 歳出においては、歳入の補正により、一般療養給付費で財源内訳の変更を行うものです。

後期高齢者支援金で７９４万８千円の増額補正、前期高齢者納付金で１５万９千円の減額
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補正、介護納付金で３７万円の減額補正は、２３年度の精算及び２５年度の概算見込みで

す。償還金で７２万８千円の増額補正は、２４年度分の精算による超過交付分の返還であ

ります。 

 質疑はなく、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号、平成２５年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

ては、議案書の３１ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ４７５万４千円を追加し、補正後の予算の総額

を９億３,０８２万９千円とするものであります。 

 歳入では、介護給付費国庫負担金で４１万７千円、介護給付費県負担金で７万１千円、

介護給付費交付金で７４万２千円の増額補正を行うものです。これは、過年度分の精算に

より追加交付分を補正するものです。繰越金３５２万４千円は、今回の補正の財源として

充当するものです。 

 歳出では、償還金４７５万４千円の増額補正であります。２４年度分の超過交付分の返

還金であります。 

 質疑はなく、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号、平成２５年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

については、議案書３５ページからであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５３万４千円を追加し、補正後の予算

の総額を１億５,５１３万１千円とするものです。 

 歳入では、平成２４年度決算により繰越金が確定したことに伴い一般会計へ返還するた

め、歳入の前年度繰越金で２５３万４千円の増額補正をし、歳出の一般会計繰入金返還金

で同額の増額補正を行うものです。 

 これに関しては次のような意見がありました。 

 「後期高齢者医療保険はたくさんの年金生活者が加入しているが、医療保険料の支払い

にご苦労も多いようである。できるだけ納付がしやすくなるよう、納付方法などを見直す

取り組みをしていただきたい」という意見があり、「後期高齢者医療保険料は、県下２４

市町村による広域連合が決定しています。納付の形態については、年金天引きや口座振替、

それから、納付書による支払いがあります。納付の困難な被保険者には分納誓約を行って

もらった後、１回当たりの納付金額を下げるとともに、納付の回数をふやした納付書を発

行しています」という答弁がありました。 
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 このほか、教育委員会から教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告

書を議会に提出したとの説明を受けました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして私の報告は終わりますが、議員各

位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお願

いします。 

 これで報告を終わります。 

○議長【藤枝善則君】  ただいま佐藤富男教育民生常任委員長の委員長報告が終わりま

した。 

 議案第４４号及び議案第４５号、議案第４７号（所管分）から議案第５０号までの議

案６件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから討論に入ります。 

 議案第４３号「松茂町防災会議条例の一部を改正する条例」から、議案第５３号「平

成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）」までを一括して討論に入りま

す。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  採決いたします。 

 議案第４３号「松茂町防災会議条例の一部を改正する条例」から、議案第５３号「平

成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）」までを一括して採決いたしま

す。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 各議案に対する各委員長の報告は、いずれも各常任委員会において原案可決であります。
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各委員長報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

○議長【藤枝善則君】  ありがとうございました。起立多数です。 

 よって、議案第４３号「松茂町防災会議条例の一部を改正する条例」から、議案第５３

号「平成２５年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）」までの議案１１件は、

原案のとおり可決されました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第１２、認定第１号「平成２４年度松茂町一

般会計歳入歳出決算認定」から、日程第１９、認定第８号「平成２４年度松茂町水道特別

会計決算認定」までの認定８件を一括議題といたします。 

 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから採決いたします。 

 認定第１号「平成２４年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、認定第８号「平

成２４年度松茂町水道特別会計決算認定」までの認定８件について一括採決いたします。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 認定することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

○議長【藤枝善則君】  ありがとうございました。起立多数です。 

 よって、認定第１号「平成２４年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、認定第８
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号「平成２４年度松茂町水道特別会計決算認定」までの認定８件は認定されました。あり

がとうございました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第２０、発議第４号「道州制導入に断固反対

する意見書」を議題といたします。 

 提出者であります原田議員から発言を求められておりますので、これを許します。 

 原田議員。 

○３番【原田幹夫君】  議長の許可がありましたので、議案を提出させていただきます。 

 発議第４号、道州制導入に断固反対する意見書について、別紙のとおり、松茂町議会、

会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２５年９月１９日、提出者、原田幹夫。賛成者、新保勲、一森敬司。 

 以上であります。 

 発議提案に当たり、簡潔に提案理由を説明いたします。 

 去る平成２５年８月２６日付の公文書において、徳島県町村議会議長会会長、大西一司

会長から、道州制導入に反対する意見書の提出依頼がありました。町村議会議長会全国大

会や都道府県会長会では、道州制に関し、絶対に導入しないこととする要望を決定し、政

府、国会に対しこれまで要請してきたところであります。ついては、全国の各町村議会か

ら道州制導入反対に向け、統一して足並みをそろえて活動していく上から、道州制導入に

反対する意見書の提出について発議提案するものであります。 

 なお、詳細説明については、意見書案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 道州制導入に絶対反対する意見書案。 

 我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長会全国大会において、その総意により、

「住民自治の促進に逆行する道州制を行わないこと。」を決定し、本年４月１５日には、

全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論のないまま、道州制

の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」と

する緊急声明を行った。さらに、７月１８日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」と

する要望を決定し、政府・国会に対し要請してきたところである。 

 しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然

としてみられ、また、与党の一部においては、既に「道州制への移行のために改革基本法

案」を第１８３国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっていることな
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ど、我々の要請を無視するかの動きを見せている。 

 これらの法案は、道州制導入後、国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った

導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村に

おいては、事実上の合併を余儀なくするおそれが高いうえ、道州はもとより再編された

「基礎自治体」は、現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くな

り、住民自治の衰退をしてしまうことは明らかである。 

 町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝

統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを

進めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意

識を無視してつくり上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方

自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高める

ことが、ひいては、全体としての国力の増強につながるものであると確信している。 

 よって、我々松茂町議会は、道州制の導入に断固反対する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 議員各位におかれましては、この趣旨を十分ご理解いただき、本意見書にご賛同賜るよ

うお願い申し上げ、私の提案の説明を終わります。 

○議長【藤枝善則君】  以上で原田議員の発議の提案説明は終わりました。 

 これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 春藤議員。 

○１０番【春藤康雄君】  この名称は一体、何ぞ、これ。提案するんは議員であって松

茂町議会じゃないの、議長。何をもって、だれの名義でやるんぞ、これ。 

○議長【藤枝善則君】  ちょっと休憩します。 

午後２時１８分小休  

                                         

午後２時１８分再開  

○議長【藤枝善則君】  再開いたします。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  これから討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  採決いたします。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 発議第４号「道州制導入に断固反対する意見書」について、原案のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

○議長【藤枝善則君】  ありがとうございます。起立多数です。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第２１、「委員会の閉会中の継続調査につい

て」でありますが、総務常任委員長、産業建設常任委員長、教育民生常任委員長、議会運

営委員長、広報特別委員長及び地震・津波対策特別委員長から、お手元にお配りしてあり

ますとおり、会議規則第７５条の規定により閉会中の継続調査の申出書が提出されており

ます。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 よって、委員会の閉会中の継続調査につきましては、各委員長からの申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  続きまして、日程第２２、「松茂町上水道事業浄水場更新工

事」について報告を求めます。 
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 小坂水道課長。 

○水道課長【小坂宜弘君】  それでは、上水道事業の浄水場更新工事につきまして、先

般、入札を執行いたしましたので、結果をご報告いたします。 

 通常、一般会計等におきましては、５千万円以上の工事請負契約を締結する場合、議会

の議決が必要となりますが、水道特別会計におきましては、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定につきましては、地方公営企業法第４０

条の規定により適用除外であり議会の議決は必要とされておりませんので、報告とさせて

いただきます。 

 契約の内容は、次のとおりでございます。 

 契約の目的、松茂町上水道事業浄水場更新工事。契約の方法、指名競争入札。契約の金

額、３億１,３７４万円。契約の相手方、香川県高松市塩上町２丁目８番１９号。戸田建

設株式会社、四国支店。支店長、北村雅彰というものでございます。 

 この工事の入札につきましては、指名競争入札により執行するため１０社を指名いたし

ました。指名いたしました業者を順序不同にて申し上げます。大成建設株式会社、三井住

友建設株式会社、東洋建設株式会社、大豊建設株式会社、飛島建設株式会社、株式会社大

林組、清水建設株式会社、戸田建設株式会社、株式会社奥村組、鹿島建設株式会社でござ

います。 

 このうち、入札辞退届けが、大林組、奥村組、大成建設、大豊建設、鹿島建設、東洋建

設、清水建設の７社から事前に提出をされました。辞退の理由につきましては、各社、本

工事に必要な資格を有する技術者が東日本大震災の復旧事業に多く携わっておりまして技

術者の適正な配置が困難であるためというものでございます。 

 以上の７社を除く３社で、去る９月１７日に入札を執行いたしました結果、戸田建設株

式会社が落札し、同社とは９月２０日に契約の予定でございます。 

 この工事の工期につきましては、平成２５年９月２０日から平成２７年２月２８日と設

定しており、設計金額は３億３,４１２万１,５５０円。契約金額が３億１,３７４万円で

すので、請負比率は９３.９％となっております。 

 なお、当工事の設計を担当いたしました業者は、中日本建設コンサルタント株式会社で

ございます。 

 工事の概要につきましては、４系統あります浄水設備のうち、老朽化した２つの系統を、

耐震化を含め、防衛省の補助を受け更新するものでございます。今回契約いたします工事
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は、第１期工事として、沈殿池の下部建屋２棟の建築や、ろ過器の基礎工事等でコンクリ

ート構造が主となります。また、第２期工事として、平成２７年度に発注を予定しており

ます浄水設備本体の機器類の設置が主となる工事は、今回の契約には含まれておりません。 

 なお、詳細につきましては、前回、６月議会の全員協議会で本工事について説明いたし

ました際、資料を添付しておりますので、ご覧いただけたらと思います。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長【藤枝善則君】  これで報告を終わります。 

                                         

○議長【藤枝善則君】  以上で、本定例会に提出されました議案等すべて審議を終了い

たしました。 

 お諮りいたします。 

 これで、平成２５年松茂町議会第３回定例会を閉会したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【藤枝善則君】  異議なしと認めます。 

 以上で平成２５年松茂町議会第３回定例会を閉会といたします。どうもありがとうござ

いました。 

午後２時２６分閉会  
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